令和８年　第１回妙高市教育委員会（定例会）会議録
１　日　時　令和８年１月２９日（木曜日）
　午後１時３０分から午後２時３８分まで
２　場　所　妙高市役所　４０２会議室
３　教育長
　　塚田　　賢
４　出席委員（４名）
　　委　員　小島　武夫　　　委　員　近藤　　縁　　　委　員　小島　定司
　　委　員　長尾千代美
５　出席事務局職員（７名）
　　こども教育課長　　　　丸山　　豊　　　生涯学習課長　　　　鴨井　敏英
　　こども教育課参事　　　飯塚　教裕　　　生涯学習課長補佐　　上田　芳彰
こども教育課指導主事　渡邉　洋臣　　　生涯学習課まなびの交流室長
こども教育課長補佐　　余野　　等　　　　　　　　　　　　　小林　　豊
６　議事日程
	日程
	議案等番号
	案　　　　　　　　　件

	第　１
第　２
第　３
第　４
	報告第１号
議案第１号
	令和７年第１２回妙高市教育委員会会議録の承認について
専決処分の承認について（令和７年度新潟県妙高市一般会計補正予算（第９号））
妙高市文化財指定の諮問について
諸般の報告
１．妙高市スマホ所持の提言の見直し（令和版の提言）について
２．いじめ重大事態の発生について
３．児童生徒・教職員の事故、事案報告について
４．園児・保育者等の事故、事案報告について
５．その他


７　会議の経過
事務局　　　　　ただいまの出席数は、４名です。
塚田教育長　　　定数に達しておりますので、ただいまより、令和８年第１回教育委員会会議を開催します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◇日程第１　令和７年第１２回妙高市教育委員会会議録の承認について
塚田教育長　　　日程第１「令和７年第１２回妙高市教育委員会会議録の承認について」を議題といたします。
　　　　　　　　あらかじめ会議録が配付されておりますが、この内容で承認してよろしいでしょうか。
（委員から「はい」「異議なし」との声あり）
塚田教育長　　　「異議なし」でありますので、この内容で承認されました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◇日程第２　報告第１号　専決処分の承認について（令和７年度新潟県妙高市一般会計補正予算（第９号））
塚田教育長　　　次に、日程第２「報告第１号　専決処分の承認について（令和７年度新潟県妙高市一般会計補正予算（第９号））」を議題といたします。
事務局から説明をお願いいたします。
丸山課長　　　　ただいま議題となりました、報告第１号「専決処分の承認について（令和７年度 新潟県妙高市一般会計補正予算 第９号）」のうち、こども教育課所管事項について、ご説明申し上げます。
事前に配付いたしました資料の１７ページ「補正予算の概要」を御覧ください。
下段の表「（１）物価高騰への対応」の３番目、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業」の補正額1,696万７千円は、物価高騰の影響を大きく受けている低所得の子育て世帯に対し、給付金を支給したいものであります。
詳細につきましては、１９ページの別紙３をご覧ください。
本事業は、令和８年１月１日を基準日として、児童扶養手当受給世帯、住民税非課税の子育て世帯、令和７年１月１日以降、住民税非課税相当の収入となった家計急変世帯の、約210世帯、400人を対象に、１人当たり４万円を給付するものであります。
給付方法は、過去の給付金等で口座情報が登録されている世帯には、手続きが不要のプッシュ型で振り込みを行い、登録のない世帯には申請に基づき、口座振込により交付します。
スケジュールにつきましては、今月下旬に案内を送付し、プッシュ型の世帯には２月下旬に、それ以外の世帯は、申請受理後、順次、振り込みを行い、４月下旬までに完了する予定としております。
１７ページへお戻りください。
表の４番目「物価高対応子育て応援手当支給事業」の補正額7,800万円は、物価高騰の影響が長期化するなか、国の「強い経済を実現する総合経済対策」により、０歳児から高校生年代までのすべての子育て世帯に対し、手当を支給したいものであります。
詳細につきましては、２０ページの別紙４を御覧ください。
本事業は、令和７年９月分の児童手当の支給対象児童、令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までに出生した新生児、約3,800人を対象に、１人当たり２万円を支給するものであります。
支給方法は、児童手当受給者や市が口座情報を把握している公務員には、手続不要のプッシュ型で振り込みを行い、それ以外の対象者は申請に基づき、口座振込により交付します。
スケジュールにつきましては、今月下旬に案内を送付し、プッシュ型の世帯には２月下旬に、それ以外の世帯は、申請受理後、順次振り込みを行い、４月下旬までに完了する予定としております。
補正予算の計上にあたっては、急を要し、委員会を招集する時間的余裕がなかったことから、専決処分とさせていただきました。
以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議のうえ、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
塚田教育長　　　これより質疑を行います。ご質問、ご意見等はございませんか。
　　　　　　　　（質疑なし）
塚田教育長　　　それでは、報告第１号を承認してよろしいでしょうか。
　　　　　　　　（委員から「はい」「異議なし」との声あり）
塚田教育長　　　報告第１号は承認されました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◇日程第３　議案第１号　妙高市文化財指定の諮問について
塚田教育長　　　次に、日程第３「議案第１号　妙高市文化財指定の諮問について」を議題といたします。
事務局から説明をお願いいたします。
鴨井課長　　　　ただいま議題となりました、議案第１号 妙高市文化財指定の諮問について、ご説明申し上げます。
事前に配付いたしました資料の２１ページから２４ページを御覧ください。
本案は、北国街道の交通の難所とされた「大田切」に臨む旧坂口新田村に伝来した史料について、妙高市文化財保護条例第５条の規定により、市の文化財に指定することの適否を妙高市文化財調査審議会に諮問するものです。
旧坂口新田村の史料群は、江戸時代に代々庄屋を務めた太田家に伝来した史料と、大字の区有文書として伝来した同様の史料で構成され、太田家の史料については現在すべて妙高市の所蔵となっております。
内容については、村が誕生した経緯を記録した由緒書を筆頭に、用水をめぐる水争いや大田切の往来に関する史料等、他に類を見ない特徴的な史料が多く認められます。また、明治時代以降の旧役場文書も多く残っており、近代化に向けて変化する村の様子を垣間見ることができる史料も存在します。
険しい妙高山麓の地形とそこに暮らした人々の営みを研究する上で重要かつ貴重なものであるため、文化財指定によって確実に後世に受け継いでいくことが望まれるものです。
以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議のうえ、議決賜りますようお願い申し上げます。
塚田教育長　　　これより質疑を行います。ご質問、ご意見等はございませんか。
委員　　　　　　今回の古文書の文化財指定の諮問は、市史の編さん業務で各集落に調査に入ったことと、なにか関連はあるのでしょうか。
鴨井課長　　　　これらの史料は、多くは太田家に保管され、平成２３年に市に寄贈されたものです。寄贈後は市で調査を進めてきましたが、かなりの量があるため時間を要しましたが、今回、調査結果を踏まえて諮問に至ったもので、市史編さんの集落調査との直接的なつながりはありません。
塚田教育長　　　ほかに、ご質問等はないでしょうか。
それでは、議案第１号を議決してよろしいでしょうか。
（委員から「異議なし」との声あり）
塚田教育長　　　議案第１号は議決されました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◇日程第４　諸般の報告
報告１．妙高市スマホ所持の提言の見直し（令和版の提言）について
○令和６年度から取り組んでいる「スマホ所持についての提言見直しに向けた検討会議」の開催状況や、今後の予定、新たな提言や各家庭での普及・定着をねらいとした「Ｍｙファミリールール～私の宣言～」などについて説明。委員からは児童生徒に主体性をもたせた見直しに対する評価や、保護者を含めた継続的な普及・啓発の必要性などについて、意見や質疑があり、回答。
報告２．報告２．いじめ重大事態の発生について
　　　　　（会議録非公開）
報告３．児童生徒・教職員の事故、事案報告について
○１２月と１月に発生した児童の交通事故と救急搬送計２件と、教職員の交通事故計４件、計６件の概要を報告。
報告４．園児・保育者等の事故、事案報告について
　　　　○１２月に発生した会計年度任用職員による交通事故１件の概要を報告。
　報告５．その他
　　　　○委員から、次年度の小規模園の入園者の状況を踏まえた今後の園の在り方に係る保護者への意見聴取の状況や予定のほか、「妙高市立小中学校整備構想（令和３～８年度）」の次期構想の策定、妙高型イエナプラン教育の展開を含めた、今後の望ましい園・学校の在り方に向けた検討について質疑があり、回答。これらへの対応は、今後事務局で検討のうえ、委員からあらためて意見をいただくこととなった。
　　　　○委員から、当市の児童生徒が学校以外に相談できる窓口の設置状況などについて質疑があり、市と県の相談窓口の状況や、これまでの相談状況などを回答。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
◇２月の教育委員会会議
令和８年２月２４日（火）９時３０分から（予定）
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